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グループホームさくら 

認知症対応型共同生活介護 

介護予防認知症対応型共同生活介護 

                        重 要 事 項 説 明 書  

作成日 令和  年  月  日 

 

認知症対応型共同生活介護は、要介護１～５に認定された利用者が利用できるサービスです。

介護予防認知症対応型共同生活介護は、要支援２に認定された利用者が利用できるサービス

です。 

 

１．事業主体概要 

事業主体名      医療法人白櫻会小金沢歯科診療所 

法人の種類 医療法人 

代表者名 理事長 小金澤一美 

所在地 大津市大石東四丁目５番６号 

法人の理念 

医療法人白櫻会小金沢歯科診療所は、患者さんや利用者さんの人権

を尊重し，良質な医療と福祉を担当し、地域の保健・医療・福祉の

向上に寄与することを目指します。 

他の介護保険関連

の事業 

居宅介護支援事業 

   医療法人白櫻会小金沢歯科診療所居宅介護支援サービス 

（介護予防）居宅療養管理事業 

   医療法人白櫻会小金沢歯科診療所 

オレンジ倶楽部歯科 

（介護予防）小規模多機能型居宅介護事業      小桜の里 

（介護予防）小規模多機能型居宅介護事業   瀬田３丁目の家 

（介護予防）小規模多機能型居宅介護事業      ぜぜの家 

地域密着型通所介護事業 

介護予防通所介護相当サービス   デイサービスさくら倶楽部 

（介護予防）訪問看護事業 白櫻会訪問看護ステーションひなた 

看護小規模多機能型居宅介護事業 白櫻会複合型サービスひなた 
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他の介護保険以外

の事業 

歯科診療所 

 医療法人白櫻会小金沢歯科診療所 

 オレンジ倶楽部歯科 

サービス付き高齢者向け住宅事業   

サービス付き高齢者向け住宅リバティ桜の花 

 

２．施設概要 

施設名 グループホーム さくら 

運営の目的 

認知症対応型共同生活介護 

認知症によって自立した生活が困難になった利用者に対して、家庭的な

環境のもとで、食事、入浴、排泄等の日常生活の世話及び日常生活の中

での心身の機能訓練を行うことにより、安心と尊厳のある生活を、利用

者がその有する能力に応じ可能な限り自立して営むことができるよう

支援します。 

介護予防認知症対応型共同生活介護 

認知症によって自立した生活が困難になった利用者に対して、家庭的な

環境のもとで、食事、入浴、排泄等の日常生活の世話及び日常生活の中

での心身の機能訓練を行うことにより、安心と尊厳のある生活を、利用

者がその有する能力に応じ可能な限り要介護状態にならないで、自立し

て営むことができるよう支援します。 

運営の方針 

１ 利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供

に努めるとともに、個別の介護計画を作成することにより、利用者

が必要とする適切なサービスを提供します。 

２ 利用者及びその家族に対し、サービスの内容及び提供方法について

わかりやすく説明します。 

３ 適切な介護技術を持ってサービスを提供します。 

４ 常に、提供したサービスの質の管理、評価を行います。 

５ 上記のほか介護保険法並びに関係する厚生労働省令、告示、および

大津市介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成 25年 3月 22日、

大津市条例第 17 号）、または 大津市介護保険法に基づく指定地域

密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地

域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準等を定める条例（平成 25年 3月 22日、大津市条

例第 18号）の趣旨及び内容に沿ったものとします。 

入居定員 ９名 

管理責任者 管理者 田中康之 
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開設年月日 平成１５年 １１月 １０日 

保険事業者指定

番号 
２５３０１０２０７４ 

所在地、電話・

FAX番号 

大津市大石東四丁目５番６号 

（電 話）０７７－５４６－０９００ 

（ＦＡＸ）０７７－５４６－５８９０ 

交通の便 
ＪＲ石山駅下車、京阪バス「大石」行き、終点「大石小学校」下車、

京阪バス「桜谷パークタウン線」乗換、「極楽橋」下車、徒歩１分 

建物概要 
構造：重量鉄骨２階建て ２階部分 

２階床面積： ２２１．１０㎡ 

居室の概要 居室 ９室（９．９４㎡～１１．１８㎡） 

共用施設の概要 台所、食堂、トイレ、浴室、洗濯室、洗面所、玄関、エレベーター 

緊急対応方法 
協力医療機関へのすみやかな対応、利用者代理人への連絡を行いま

す 

防災設備 

避難設備等の概

要 

スプリンクラー 消火器 自動火災報知器 避難用屋外階段 

損害賠償責任保

険加入先 
東京海上日動火災保険 

 

 

３．職員体制（主たる職員） 

職員の職種 員数  

常勤 非常勤 

その他 

 

専
従 

兼
務

 
 
 

専
従

 
 
 

兼
務

 
 
 

 代表者 １人  ○   

法人理事長が兼務 従業者の勤務

体制の確保、運営推進会議の運営、

市その他の関係機関との連絡調整、

職員の資質向上のための研修機会

の提供責任を行う。 

認知症研修及び認知症対応型サー

ビス事業開設者研修修了 
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管理者 １人  ○   

事業所の従業員の管理及び業務の

管理を一元的に行う。 

認知症研修及び認知症対応型サー

ビス管理者研修修了 

計画作成担当者 １人  ○   

介護従事者と兼務 

登録者の（介護予防）認知症対応型

共同生活介護計画の作成、給付管理

業務に従事する。 

認知症研修及び認知症対応型サー

ビス計画作成担当者研修修了 

介護従事者 １0人 ○ ○ ○  

介護福祉士、２級ヘルパー等 

利用者に対し必要な介護及び支援

を行う。入浴、排せつ、食事等の介

護その他の日常生活上の世話及び

機能訓練を行う。 

看護師 ２人   ○  
利用者の健康管理、主治の医師との

連携にあたる。 

 

４．勤務体制 

昼間（午前７時～午後９時）の体制 常勤換算で ３人以上 

夜間（午後９時～午前７時）の体制    １人    宿直・夜勤の別：夜勤 

 

５．サービスを利用できる方 

認知症対応型共同生活介護のサービスを利用できる方は次の方々です。 

① 大津市民であること。 

（介護予防）認知症対応型共同生活介護は地域密着型サービスです。 

大津市民以外の方は利用できませんので、利用申し込みに当たり介護保険被保険者証

を確認いたします。 

② 認知症の状態にあること。 

（介護予防）認知症対応型共同生活介護は認知症の状態にある方を対象としたサー

ビスですので、利用申し込みに当たり担当ケアマネジャー様から情報を受けます。 

③ 要介護１～５または要支援２の認定を受けていること。 

グループホームさくらは、利用開始時に要介護１～５または要支援２の認定を受けて

おられる方を対象にしていますので、利用申し込みに当たり介護保険被保険者証を確認

します。 

④  入院治療を必要としない健康状態であること。 

グループホームは医療施設ではないので、入院治療が必要な方には対応できません。 
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６．サービスの利用の始期 

 重要事項説明書を説明し、契約締結後に（介護予防）認知症対応型共同生活介護計画

を作成し、説明を行い同意が得られた時にサービス利用が出来ます。 

 

７．サービス利用の終期 

 介護保険を利用して、サービスを利用するためには、要介護１～５または要支援２の

認定を受けている事が条件となりますので、サービス利用の終期は現在お持ちの介護保

険被保険者証の終期とします。更新認定で、要介護１～５、または要支援２と認定され

た場合は、特段のお申出がない限り、新しい介護保険被保険者証の終期に自動延長しま

す。 

 

８．退去を求める事例 

サービスの利用を終了し、退去を求めるのは次の場合です。 

① 大津市から転出された場合。 

 ご本人が大津市から転出し、他市町村に住民票を移された場合は、サービスの利用は

終了になります。 

② 要支援１もしくは自立と認定された場合。 

 利用開始後の更新認定で、要支援１もしくは自立と認定された場合は、サービスの利

用は終了となります。 

③ 利用料の支払が２ヶ月以上支払われない場合。 

 利用料は、毎月お支払下さい。２ヶ月以上お支払がない場合は、催告します。それで

もお支払がない場合は、法的措置を講じた上で、サービスの利用を終了し、退居してい

ただきます。 

 

９． ホーム利用にあたっての留意事項 

（利用上のルール） 

・ ご利用の方に安心して共同生活を送っていただくために、下記の事項はお止めいた

だきます。 

１ 営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動 

２ 指定した場所以外の火気の使用 

３ 他の利用者への金品の貸し借り 

４ 施設内の備品の持ち出し 

５ 施設内のルールや風紀を乱すこと 

（面会） 

・面会は自由です。ただし夜間の面会は他の利用者や周辺住民の迷惑とならないようご

注意ください。 
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（外出・外泊） 

・外出・外泊は、事務室にご一報ください。 

・外出・外泊時に医療機関を受診された場合は、必ずご報告ください。 

（金銭・貴重品の管理） 

・利用者の現金及び預貯金の管理、財産の管理運用等の金銭管理は行っておりません。 

・利用者が受診される診療費用などは、事業所が立替払いして、月の利用料と共に毎月

１５日に報告します。 

（権利擁護事業の利用） 

・地域福祉権利擁護事業の利用をご希望の方はご相談下さい。社会福祉協議会の窓口を

ご紹介します 

（持ち込み備品） 

・持込された備品についてはリストを作成します。 

・持込された備品を廃棄する場合は、利用者代理人の同意を求めます。 

 

１０．サービスおよび利用料等 

利用にあたり介護保険負担割合を、介護保険負担割合証で確認します。 

保険給付 

サービス 

食事・排泄･入浴（清拭）・着替えの介助等の日常生活上の世話、日常

生活の中での機能訓練、健康管理、相談･援助等 

保険給付サービスは包括的に提供され、下記の表による要介護度別に

応じて定められた金額（省令により変動有り）が自己負担となります｡ 

保険対象外 

サービス 

保険対象外サービスについては、各個人の利用に応じて自己負担とな

ります。 

料金の改定は理由を付して事前に連絡されます。 

 

 
居室料 ７３，０００円／月 

 
食事の

提供 

朝食：３４０円、 昼食：６００円、 夕食：６５０円、 

おやつ：１１０円 

 

個人消

耗品の

費用 

その他、個人で使用した消耗品は実費精算で自己負担となります。 

 
光熱水

費 
 １カ月１４，３００円 

 

１） 保険給付サービス（介護保険一部自己負担額） 

    １単位は、１０．４５円 
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介護保険負担割合が 1 割負担の方です。2 割負担の方は 2 倍、3 割負担の方は 3 倍

になります。 

 

認知症対応型共同生活 

介護費Ⅰ（１日につき） 

同左 

（１割負担額） 
１カ月（３０日として） 

あたりの自己負担分 

要支援２ ７６１ 単位 ７９６ 円 ２３，８８０ 円 

要介護１ ７６５ 単位 ８００ 円 ２４，０００ 円 

要介護２ ８０１ 単位 ８３７ 円 ２５，１１０ 円 

要介護３ ８２４ 単位 ８６１ 円 ２５，８３０ 円 

要介護４ ８４１ 単位 ８７９ 円 ２６，３７０ 円 

要介護５ ８５９ 単位 ８９８ 円 ２６，９４０ 円 

 

 

２）加算項目 

介護保険負担割合が 1割負担の方です。2割負担の方は 2倍、3割負担の方は 3倍になり

ます。 

① 初期加算 １日につき３０単位 

 入居より３０日以内については、初期加算（１日あたり３２円）を算定します。 

また、３０日を超える病院又は診療所への入院の後に、ご家族の希望により再入居

された場合には、再入居より３０日以内については、初期加算（１日あたり３２円）

を算定します。 

② 医療連携体制加算Ⅰハ １日につき３７単位 

 環境の変化に影響されやすい高齢者が、可能な限りグループホームで生活し続けら

れるように、看護師を配置して、日々の健康管理や主治医をはじめ関係の医療機関

との連携を図る費用として、医療連携加算（１日あたり４１円）を算定します。 

③ 退居時相談援助加算 １回につき４００単位 

 グループホームを退居し、自宅に戻られる際に在宅のケアマネジャーなどとの

連携を行った時は、１回を限りに退居時相談援助加算（１回あたり４１８円）を

算定します。 

④ 看取り介護加算 死亡日以前３１～４５日 １日につき７２単位 

 死亡日以前４～３０日  １日につき１４４単位 

 死亡日前日及び前々日   １日につき６８０単位 

 死亡日         １日につき１、２８０単位 

 グループホームで看取りを行った場合は、死亡日以前３０日を上限に看取り介

護加算（１日あたり７６円、１５１円、７１１円、１，３３８円）を算定します。 
⑤ 若年性認知症利用者受入加算 １日につき１２０単位 

 若年性認知症のある利用者を受け入れた場合は、その利用者に限り若年性認知

症利用者受入加算１２０単位（１日あたり１２６円）を算定します。 

⑥ 認知症対応型入院時費用 1日につき２４６単位（１ヶ月につき 6日を限度） 
 入院後３カ月以内に退院が見込まれる入居者について、退院後の再入居の受け

入れ体制を整えている場合には、１ヶ月に６日を限度として認知症対応型入院

時費用（1日あたり２５７円）を算定します。 
⑦ 口腔衛生管理体制加算 1ヶ月につき３０単位 
 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に口腔ケアに係

る技術的助言及び指導を月１回以上行っている場合に口腔衛生管理体制加算
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（１日あたり３２円）を算定します。 
⑧ 身体拘束廃止未実施減算 １０％／日減算 
 〇身体的拘束等の適正化を図るため、以下の措置を講じていない場合に身体拘

束廃止未実施減算を算定します。 

・身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状

況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。 

・身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催

するとともに、その結果について、介護職員その他従業者に周知徹底を図るこ

と。（※） 

・身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

・介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期

的に実施すること。 

※認知症対応型共同生活介護においては、運営推進会議を活用することができ

ることとする。 
⑨ サービス提供体制強化加算Ⅰ 1日につき 22単位 
 サービスの質の向上や職員のキャリアアップを推進する観点から、事業所の介

護福祉士の資格を有する者の割合が７０％以上または勤続１０年以上の介護福

祉士が２５％以上ある場合に算定します。 
⑩ 介護職員処遇改善加算Ⅱ 

 認知症対応型共同生活介護費Ⅰ及び上記の費用の合計の１７．８％ 

 介護職員の処遇改善の費用および介護職員の介護技術向上の費用として、介護

職員処遇改善加算を算定します。この加算による収入は全額介護職員の給与の

処遇改善手当に当てられます。 

 

加算項目のうち②、⑧、⑨、⑩は事業所が基準に適合した場合に、すべての利用者に対

して算定します。①、③、⑤、⑥、⑦については該当する利用者に限って算定します。

④は厚生労働省の定める利用者に限って算定します。 

なお、②の医療連携体制加算Ⅰハ、④の看取り加算は要支援２の方は算定しません。 

 

上記は、令和６年６月 厚生労働省告示による負担額です。 

介護保険改正により、介護報酬の変更があるときは、自己負担額も変更になります。 

 

敷金   ２１９，０００円 

利用者の入居時に、上記入居一時金をお支払いいただきます。敷金は、利用者が退居のさい

に必要な原状回復費用に充てられ、残余の金額は返還いたします。 

  

 

支払方法 

１カ月ごとに利用料金を計算し、翌月１０日頃に請求書を発行いたしますので、２５日まで

に、金融機関の口座振替でお支払い下さい。 

入金が確認されましたら領収証を発行いたします 



重要事項説明書 

9 

令和 6 年 6 月 1 日 更新 

 

１１．個人情報の保護に関する事項 

個人情報の保護に関しては、「個人情報の保護に関する法律」、「医療・介護関係事業者にお

ける個人情報の適切な取扱いのためのガイダンスについて」に基づき厳正に管理します。 

個人情報管理者 管理者：田中康之 

個人情報を用いる具体的な場合 

１． 連携医療機関と提供するサービスに関してサービス担当者会議を持ちますが、ここ

において利用者の個人情報をこれらの機関に知らせる必要がある場合。 

２． 事業所においてサービスの質の向上のため、ケア検討会議でケア内容の検討を行

い、運営推進会議でサービス内容の評価を行いますが、ここにおいて利用者の個人

情報を用いる必要がある場合。 

３． 第三者評価機関等、介護保険法で義務付けられた外部評価を受ける際に、利用者の

個人情報を用いる必要がある場合。 

４． 大津市、滋賀県国保連合会等の指導・監査等の際に、利用者の個人情報を用いる場

合。 

 

１２．協力医療機関 

名称：医療法人 緑生会 南大津クリニック 

住所：大津市大石中一丁目６番６号 

 

１３．病状等の急変の対応 

 利用者の病状等に対応したサービス提供をおこなうために、サービスの利用にあたっては、

医師の診断や日常生活上の留意事項を通知してください。 

 サービス利用中の病状等の急変に対しては、主治医に相談、受診を行いますが、状況によ

り、事業所の協力医療機関または近医に相談、受診することがあります。 

 利用者の状態により、事業所の判断で救急要請を行うことがあります。 

いずれの場合にもご家族に事前に報告、相談いたしますが、やむを得ず事後報告になること

があります。 

 

１４．災害時の対応 

 利用者が利用中に非常火災が発生した場合、従業者は利用者の避難等適切な措置を講じま

す。 

 管理者は、日常的に具体的な計画を立て、関係機関への通報および連携体制を整備し、避

難経路及び協力機関等との連携方法を確認し、災害時には避難等の指揮をとります。 

 非常災害に備え、定期的に地域の協力機関等と連携を図り、避難訓練を行います。 

 非常災害等の発生の際に事業を継続する事ができるよう、他の社会福祉施設と連携し、協

力することができるように体制を構築するように努めます。 

 

１５．利用者の人権の擁護・虐待の防止 
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 人権擁護、虐待防止等のため、責任者(事務長 香川英樹) を置き、法令遵守委員会にお

いて違反する事例がないことを審査します。また事業所の職員に対して、人権擁護・虐待の

防止に関する研修を行います。 

             

１６．事故発生時の対応 

①事業所は、利用者に対する事業の提供により事故が発生した場所には速やかに市町村、利

用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

②事業所は、事故の状況及び事故に際してとった処置について記録します。 

③事業所は、利用者に対する事業の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠

償を速やかに行います。 

 

第１７．暴力団等の排除 

 事業所を運営する法人の役員及び事業所の管理者その他の従業員は暴力団員ではありま

せん。 

 事業所はその運営について、暴力団員の支配を受けません。 

 このため、法人は大津市が滋賀県警本部に必要な照会を行うこと、該当する事態になった

時は指定の取り消しになっても異議をはさまない旨の宣誓書と承諾書を大津市に提出して

います。 

 

第１８．苦情相談機関 

ホーム苦情相談窓口 担当者氏名：田中康之 （電話）０７７－５４６－０９００ 

外部苦情申立て機関 

（連絡先電話番号） 

機 関 名：大津市健康保険部介護保険課 

（電話）０７７－５２８－２７５３ 

機 関 名：滋賀県国民健康保険団体連合会 苦情処理担当窓口 

（電話）０７７－５２２－００６５ 
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令和  年  月  日 

私は、本所面に基づいて重要事項の説明を行いました 

（事業所） 

名称  グループホーム さくら 

 

所在地  大津市大石東四丁目５番６号 

  

説明者名                      印  

 

 

令和  年  月  日 

私は、本書面に基づいて重要事項の説明を受けました。 

 

（利用者） 

   

住所                           

 

 

氏名                        印  

 

（利用者代理人） 

 

住所                           

 

 

氏名                                                印  

 

（身元引受人） 

 

住所                           

 

  

氏名                        印  


